
海
外
か
ら
の
実
況
テ
レ
ビ
で
は
、
時
差
が
気
に
な

る
。
通
常
、
時
差
は
イ
ギ
リ
ス
の
グ
リ
ニ
ッ
チ
天
文

台
跡
を
通
過
す
る
本
初
子
午
線
（
経
度
原
点
）
か
ら

の
経
度
差
一
五
度
を
一
時
間
と
し
て
い
る
。「
日
本

標
準
時
（
Ｊ
Ｓ
Ｔ
）」
は
東
経
一
三
五
度
を
基
準
と

し
て
い
る
の
で
「
グ
リ
ニ
ッ
チ
標
準
時
（
Ｇ
Ｍ
Ｔ
）」

プ
ラ
ス
九
時
間
、
西
経
七
五
度
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

「
東
部
標
準
時
（
Ｅ
Ｓ
Ｔ
�
イ
ー
ス
タ
ン
・
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
タ
イ
ム
）」
は
「
Ｇ
Ｍ
Ｔ
」
マ
イ
ナ
ス
五
時

間
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
東
の
ポ
ー

ラ
ン
ド
か
ら
西
の
ス
ペ
イ
ン
ま
で
が
「
中
央
（
セ
ン

ト
ラ
ル
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
標
準
時
（
Ｃ
Ｅ
Ｔ
）」
を
採

用
し
て
お
り
、「
Ｇ
Ｍ
Ｔ
」
プ
ラ
ス
一
時
間
で
あ
る
。

「
Ｇ
Ｍ
Ｔ
」
を
使
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
な
ど
は
第
二

次
世
界
大
戦
中
に
「
Ｃ
Ｅ
Ｔ
」
に
組
み
込
ま
れ
て
以

来
そ
の
ま
ま
だ
。
中
国
は
東
の
遼
寧
省
か
ら
西
の
新

疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ま
で
の
全
土
を
「
中
国
（
チ
ャ

イ
ニ
ー
ズ
）
標
準
時
（
Ｃ
Ｓ
Ｔ
）」
と
し
て
い
る
。

毎
年
三
月
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
サ
マ
ー
タ
イ
ム
、

米
国
で
は
デ
イ
ラ
イ
ト
セ
ー
ビ
ン
グ
タ
イ
ム
（
Ｄ
Ｓ

Ｔ
）
と
呼
ぶ
夏
時
間
が
始
ま
る
。
ロ
ン
ド
ン
の
夏
時

間
は
「
Ｂ
Ｓ
Ｔ
（
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
サ
マ
ー
タ
イ

ム
）」、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
夏
時
間
は「
Ｃ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
」、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
夏
時
間
は
「
Ｅ
Ｄ
Ｔ
」
な
ど
と
略

す
。
時
刻
の
表
示
法
を
決
め
る
国
際
規
格
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）

が
あ
る
も
の
の
、「
Ｊ
Ｓ
Ｔ
」「
Ｇ
Ｍ
Ｔ
」
な
ど
の
略

号
を
付
け
て
表
す
の
が
一
般
的
だ
。

と
こ
ろ
で
、
夜
明
け
か
ら
日
暮
れ
ま
で
を
昼
、
日

暮
れ
か
ら
夜
明
け
を
夜
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
等
分
し

て
時
間
を
決
め
る
不
定
時
法
が
世
界
各
国
で
使
わ
れ

て
い
た
の
は
そ
ん
な
に
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
子
午

線
を
基
準
と
し
た
天
文
観
測
を
行
い
、
一
時
間
の
長

さ
を
秒
の
精
度
で
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
正

確
な
時
計
が
で
き
て
か
ら
だ
。
し
か
し
、
地
球
の
自

転
速
度
は
潮
の
干
満
、大
地
震
な
ど
の
影
響
を
受
け
、

し
か
も
長
期
的
に
は
遅
く
な
っ
て
い
く
の
で
、
天
文

観
測
に
よ
る
時
間
は
、
安
定
し
た
時
間
基
準
に
は
な

ら
な
い
。
そ
こ
で
、
一
九
六
七
年
に
、
安
定
し
た
振

動
数
の
放
射
線
を
出
す
セ
シ
ウ
ム
を
用
い
る
原
子
時

計
が
時
間
の
基
準
に
決
ま
っ
た
。
現
在
三
〇
〇
台
以

上
の
認
定
さ
れ
た
原
子
時
計
が
世
界
中
に
設
置
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
あ

る
「
国
際
度
量
衡
局
」
が
時
間
を
決
定
し
て
い
る
。

こ
れ
を
「
国
際
原
子
時
（
Ｔ
Ａ
Ｉ
）」
と
呼
ぶ
。

し
か
し
な
が
ら
、
各
国
の
標
準
時
は
、「
国
際
原

子
時
」
で
は
な
く
、
取
り
決
め
に
よ
る
仮
想
時
間

「
協
定
世
界
時
（
Ｕ
Ｔ
Ｃ
�
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
タ
イ

ム
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
テ
ッ
ド
）」
を
基
準
に
し
て
い

る
。
世
界
各
国
の
時
間
帯
の
公
式
表
示
は
「
Ｕ
Ｔ
Ｃ

プ
ラ
ス
何
時
間
」
で
あ
る
（「
Ｕ
Ｔ
Ｃ
」
と
「
Ｇ
Ｍ

Ｔ
」
は
実
用
上
同
じ
）。「
協
定
世
界
時
」
も
原
子
時

計
を
基
準
に
し
て
い
る
が
、
地
球
の
自
転
を
基
準
と

し
た
天
文
観
測
で
求
め
た
時
間
と
の
差
が
一
秒
以
上

に
な
ら
な
い
よ
う
に
修
正
し
て
い
る
。
最
近
で
は
、

二
〇
〇
九
年
一
月
一
日
に
一
秒
の
閏う

る
う

秒び
ょ
う

を
加
え
た
。
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世
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に
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一
九
七
二
年
一
月
一
日
に
「
協
定
世
界
時
」
と
「
国

際
原
子
時
」
の
差
を
一
〇
秒
と
決
め
た
が
、
現
在
は

「
協
定
世
界
時
」
が
三
四
秒
遅
れ
て
い
る
。
日
本
標

準
時
を
管
理
す
る
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機

構
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
「
Ｊ
Ｓ
Ｔ
」「
Ｕ
Ｔ
Ｃ
」

「
Ｔ
Ａ
Ｉ
」
の
三
種
類
の
時
間
を
表
示
し
て
い
る
。

「
Ｕ
Ｔ
Ｃ
」
と
「
Ｔ
Ａ
Ｉ
」
が
三
四
秒
差
で
秒
を
刻

む
の
を
見
る
と
異
様
な
感
が
す
る
。

「
年
」
も
多
様
だ
。
西
暦
の
も
と
は
、
ロ
ー
マ
共

和
制
末
期
に
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
（
ジ
ュ
リ
ア

ス
・
シ
ー
ザ
ー
）
が
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
女
王
と
共
に
エ

ジ
プ
ト
か
ら
ロ
ー
マ
に
持
ち
帰
っ
た
太
陽
暦
で
あ

る
。
一
年
を
三
六
五
日
と
し
三
年
ご
と
に
閏う

る
う

日び

を

置
く
ユ
リ
ウ
ス
暦
が
西
暦
紀
元
前
四
五
年
一
月
一
日

に
採
用
さ
れ
た
。
彼
の
養
子
、
初
代
ロ
ー
マ
皇
帝
ア

ウ
グ
ス
ツ
ス
は
閏
年
を
四
年
ご
と
に
変
え
た
。
七
月

と
八
月
は
二
人
の
名
に
由
来
す
る
。
西
暦
紀
元
表
示

が
始
ま
っ
た
の
は
、
七
世
紀
に
、
ロ
ー
マ
教
皇
が
キ

リ
ス
ト
生
誕
の
年
を
紀
元
元
年
に
す
る
よ
う
命
令
し

た
こ
と
に
よ
る
。
一
般
化
し
た
の
は
一
五
世
紀
以
降

だ
。
キ
リ
ス
ト
は
ユ
ダ
ヤ
王
ヘ
ロ
デ
の
時
代
に
生
ま

れ
た
。
そ
の
後
ヘ
ロ
デ
の
没
年
は
紀
元
前
四
年
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、
キ
リ
ス
ト
生
誕
は
紀
元

前
四
年
以
前
に
な
る
。

ユ
リ
ウ
ス
暦
の
閏
年
設
定
誤
差
に
よ
る
冬
至
の
遅

れ
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
一
五
八
二
年
に
教
皇
グ

レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
三
世
が
、
一
四
日
を
加
え
か
つ
閏
年

設
定
を
修
正
す
る
改
暦
を
行
っ
た
。
こ
れ
が
現
在
世

界
中
で
広
く
使
わ
れ
て
い
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦（
西
暦
）

文
学
者
が
使
っ
て
い
る
。

祝
日
も
多
様
だ
。
キ
リ
ス
ト
教
を
国
教
と
し
た
四

世
紀
の
ロ
ー
マ
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
土

曜
日
を
安
息
日
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
と
差
別
す
る
た

め
、
日
曜
日
を
七
日
間
か
ら
な
る
週
の
始
め
の
祝
日

と
し
一
週
間
を
定
着
さ
せ
た
。
イ
ス
ラ
ム
暦
で
は
金

曜
日
が
祝
日
で
あ
る
。
明
治
改
暦
前
、
日
本
の
休
日

は
一
と
六
の
日
だ
っ
た
。

物
理
量
で
あ
る
「
時
間
」
の
単
位
に
は
正
確
さ
が

追
究
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
、
同
じ
時
間
の
積
み
重
ね

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
生
活
に
密
着
し
た
「
暦
」
は
宗

教
、
政
治
に
深
く
絡
み
あ
っ
て
い
る
。
日
本
で
も
節

句
や
大
安
な
ど
、
旧
暦
の
風
習
が
残
っ
て
い
る
。
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で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
は
比
較
的
早
く
こ
の
暦

を
採
用
し
た
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
は
遅
れ
、

英
国
は
一
八
世
紀
に
改
暦
を
行
っ
た
（「
ニ
ュ
ー
ト

ン
は
ガ
リ
レ
オ
の
没
年
に
生
ま
れ
た
」
と
言
わ
れ
て

い
る
が
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
は
一
年
遅
く
な
る
）。

日
本
は
旧
暦
明
治
五
年
一
二
月
三
日
を
明
治
六
年
一

月
一
日
と
し
て
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
改
暦
し
た
。
明
治

五
年
は
閏
年
だ
っ
た
の
で
、
改
暦
に
よ
り
閏う

る
う

月づ
き

が

な
く
な
り
、
役
人
の
給
与
一
ヵ
月
分
の
節
約
が
で
き

た
。
な
お
、
紀
元
を
示
す
日
本
の
法
律
は
、
閏
年
を

神
武
天
皇
即
位
紀
元
で
計
算
す
る
よ
う
に
定
め
た
明

治
三
一
年
の
勅
令
「
閏
年
に
関
す
る
件
」
と
、
昭
和

五
四
年
の
元
号
制
定
を
定
め
た
「
元
号
法
」
で
あ
る
。

日
本
の
公
文
書
が
平
成
何
年
な
ど
と
元
号
表
記
に
な

っ
て
い
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

イ
ス
ラ
ム
諸
国
で
は
西
暦
六
二
二
年
を
元
年
と
す

る
イ
ス
ラ
ム
暦
を
使
っ
て
い
る
。
三
〇
日
と
二
九
日

よ
り
な
る
一
二
ヵ
月
を
一
年
（
三
五
四
日
）
と
し
、

九
月
が
断
食
月
（
ラ
マ
ダ
ー
ン
）
で
あ
る
。
閏
月
が

な
い
の
で
西
暦
と
ず
れ
て
い
る
。
昨
年
の
一
二
月
中

旬
か
ら
一
四
三
一
年
が
始
ま
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命

政
府
は
キ
リ
ス
ト
紀
元
を
認
め
ず
、
一
ヵ
月
を
三
〇

日
、
一
年
を
一
二
ヵ
月
と
休
日
五
日
の
三
六
五
日
、

一
ヵ
月
を
三
週
間
、
一
週
間
を
一
〇
日
、
一
日
を
一

〇
時
間
、
一
時
間
を
一
〇
〇
分
、
一
分
を
一
〇
〇
秒

と
す
る
「
革
命
暦
」
を
一
二
年
間
採
用
し
た
。
数
年

に
わ
た
る
出
来
事
の
日
数
計
算
に
は
「
ユ
リ
ウ
ス
通

日
」
が
便
利
で
あ
る
。
紀
元
前
四
七
一
三
年
か
ら
の

日
数
を
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
基
準
で
数
え
る
単
位
で
、
天

Ｐ
２９
の
解
答

■
詰
め
将
棋

１
一
銀
成

同
玉

１
二
香
　
２
一
玉
　
１
三
桂
　
同

馬
　
２
二
角
成

同
玉
　
１
一
竜
ま
で
、
九
手
詰
。

「
解
説
」

単
な
る
〝
あ
き
玉
手
〞
を
狙
う
と
失
敗
し
ま
す
。
三
手

目
、
１
二
香
で
、
１
三
香
は
、
同
馬
、
同
角
成
、
４
一
飛

以
下
、
不
詰
み
で
す
。
最
後
は
、
２
二
角
成
の
好
手
順
か

ら
気
持
よ
く
詰
み
上
り
ま
す
。

■
詰
め
碁

「
正
解
」

黒
１
と
一
眼
持
つ
の

が
好
手
で
、
以
下
黒
７

ま
で
で
勝
ち
で
す
。
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